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◆ 本資料は、定期提出書類作成・提出にあたって特にご留意いただきたい事項をまとめたものです。 

定期提出書類作成・提出にあたっては、まずは「定期提出書類の手引き」（内閣府発行資料）等をご参照いただき、 

本資料は補助的にご活用ください。 



１ 事業報告に必要な書類 

使用様式 

◆ 以下の様式を使用し作成してください。 

手続Ｎｏ：Ｃ２－２ 

手続名称：事業報告等の提出（令和７年４月１日以降に開始した事業年度に係るもの） 

 

 

必要書類 

◆ 右図赤枠の書類は、行政庁へ提出後、公表対象となります。 

事業報告を含む財産目録等に個人情報を記載する場合には本人の了解を得るなど、 

個人情報の適切な取り扱いにご留意ください。 

◆ 令和７年４月１日以降に開始した事業年度から追加、変更等となった書類 

・ ⑧’～⑩’の別表様式が変更 

・ ⑭別表Ｈの作成要否（法人の区分経理の適用状況により異なる） 

・ 事業報告に記載すべき事項の追加 

〇 別表Ｈの作成要否について【区分経理の経過措置期間（令和１０年３月３１日までに開始する事業年度）の適用】 

1. 区分経理を行っている法人→作成不要 

2. 収益事業等を実施しないなど一定の要件を満たし区分経理の適用除外を選択する法人→作成不要 

3. 2 の要件を満たさずとも、引き続き従前と同様の経理（区分経理をしないこと）とする法人→作成が必要 

 



２ 事業報告の作成にあたっての留意点 

① 別表Ａ（１）中期的収支均衡の計算 

ⓐ 令和７年４月１日以降最初に開始する事業年度に限り、 

「０.前事業年度に算定した残存剰余額・残存欠損額・特例残存欠損額」は

全て空欄となります。 

ⓑ ここでは旧制度の剰余金の加算は行いません。（ⓔ参照） 

ⓒ 公益充実資金の取崩又は剰余金解消策により取得した公益目的保有財産

（一般純資産のみ）がある場合のみ、その減価償却費を記載してください。 

ⓓ 当該事業年度に発生した年度欠損額を記載してください（自動転記では

ありません）。 

継続して単事業年度で収支が均衡している法人等、欠損額の繰り越しを望ま

ない場合は、法人の判断で「０」とすることも可能です。 

ⓔ 旧制度における未解消の剰余金があれば記載してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 



② 別表Ａ（４）剰余金解消策の明細 

【上段】令和７年４月１日以降に開始した事業年度において発生した剰余金の解消内容等を記載します。 

ⓐ 該当する解消策を１～３から選択し記載してください。 

１. 公益目的保有財産の取得等に要した場合 

２. 災害等による借入で行政庁に確認を受けたものの元本を返済した場合 

３. その他公益目的事業に必要不可欠として行政庁に確認を受けた場合 

ⓑ 解消内容を具体的に記載してください。 

ⓒ 令和７年４月１日以降最初に開始する事業年度においては、解消額は 

当該箇所に記載してください。 

 

 

【下段】旧制度における未解消の剰余金の解消内容等を記載します。 

◆ 記載例に倣い、以下の項目を踏まえ具体的に記載してください。 

・旧制度における未解消の剰余金額（発生年度別） 

・当該事業年度に実施した解消策（内容） 

・当該事業年度に解消した剰余金額、全額解消した場合はその旨 

・残存剰余金額がある場合は、翌事業年度に予定している解消策（内容） 

 

 

 

 

 



③ 別表Ａ（５）－１、（５）－２ 公益充実資金の明細 

◆ 公益目的事業に係る特定費用準備資金及び資産取得資金は廃止となり、公益充実資金に移行します。 

従前の定期提出書類に記載していた情報から必要な情報を公益充実資金の明細に記載し提出してください。 

◆ 収益事業等会計、法人会計に係る特定費用準備資金及び資産取得資金は、別表Ｃ（３）もしくはＣ（４）に記載します。 

             【旧】                           【新】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ 別表Ｂ（５）公益目的事業比率に係る計算表 

◆ 公益目的事業比率の計算において、会計区分別に費用額を配布した結果を取りまとめます。 

区分経理を行わない法人においては、管理費を法人会計の欄に記載してください。 

ⓐ 複数の会計に共通して発生する費用が含まれている場合は、各会計への配賦基準及び配賦割合を記載してください。 

 

 

⑤ 別表Ｃ（１）使途不特定財産の保有制限の判定 

ⓐ 使途不特定財産の保有上限額は、原則として「過去５年間の平均値」を選択します。 

ⓑ 「当該事業年度の値」または「前事業年度の値」とする場合には、その年度を選択する理由を記載してください。 

ⓒ 過去の保有上限額の記載について、旧制度に係る事業年度においては「遊休財産額の保有上限額」を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥ 別表Ｃ（２）控除対象財産 

ⓐ 一例として、当該財産を公益目的事業と公益目的事業以外に共用している場合には、財産全体の使用の概要を記載の上、当該事業におけ

る使用面積、使用状況等を記載してください。 

ⓑ 公益充実資金の取崩又は中期的収支均衡の剰余金の解消策として取得した財産については、取崩を充てた額や解消額を記載してくださ

い。 

ⓒ 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金

（当該資金から生じた果実を除く）を記載してください。 

 

 

 



⑦ 別表Ｃ（５）公益目的事業継続予備財産（当該財産を保有する法人のみ作成） 

ⓐ 法人の実情に鑑み資金を保有する必要性を記載してください。 

ⓑ 必要となる金額及びその理由・根拠を記載してください。 

ⓒ 貸借対象表内訳表から記載します。ない場合は、別表Ｃ（２）の公益目的

事業の財産合計額を資産合計とします。 

ⓓ【注意事項】予備財産を保有しない法人もご一読ください 

公益目的事業継続予備財産を利用しない場合でも、３欄に公益目的事業会計

の控除対象財産額が自動転記されるため、その計算結果を受けた別表Ｃ

（１）で不適合になる場合があります。この場合、１欄に３欄と同額の数値

を入れて公益目的事業継続予備財産をゼロにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑧ その他提出書類（提出もれ等が多い書類） 

◆ 事業報告の記載事項 

・現在、法人法に基づき記載している事項（①、②）に加えて、認定法に基づき記載が必要な事項（③、④）が追加となっています。 

① 法人の状況に関する重要な事項 

② 体制の整備についての決定又は決議の内容が有る場合のその内容及び運用状況の概要について 

③ 各事業年度における公益目的事業の実施状況 

④ 当該公益法人の運営体制の充実をはかるための取組 

◆ 公益充実資金の取り崩しの方法についての定め等（公益充実資金を保有している場合のみ） 

◆ 特定費用準備資金に係る備置き書類等（特定費用準備資金を保有している場合のみ） 

◆ 資産取得資金に係る備置き書類等（資産取得資金を保有している場合のみ） 

・取崩の方法等について、定款の他に定めた規定等がある場合は、提出してください。 

◆ 指定寄附資金に係る備置き書類等（指定寄附資金を保有している場合のみ） 

・広く一般に募集されたものである場合には、その旨、募集期間、受け入れた財産の合計額、募集の方法、募集に係る財産の使途として定め

た内容、金銭以外のものがある場合にその金銭以外のものの内容、広く一般に募集されたものでない場合には、当該財産を交付した者の個人

又は法人その他の団体の別（国若しくは地方公共団体又はこれの機関である場合にはこれらの名称）、受入日、受け入れた財産の合計額、当

該財産を交付した者の定めた使途の内容、金銭以外のものがある場合の金銭以外のものの内容を、備置き、閲覧等の措置が講じられているこ

とが必要ですので、当該備置き書類等を提出してください。 

 

 

 

 

 



３ 事業計画における、公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容について記載した書類（別紙２）作成の 

留意点 

◆ 令和７年４月 1日の制度改正前後における変更点 

改正前：事業報告時には「別紙３」として、公益認定を受けた事業内容（申請書記載事項）や事業の実績の記載 

改正後：事業計画時の提出書類（事業計画書等）の１つとして、公益認定を受けた内容を示す書類「別紙２」として行政庁に提出 

◆ 注意点 

公益認定申請書（変更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあってはそれらのうち最も遅いもの）に記載した各事業の内容を 

原則転記します。ただし、申請書に各事業の実績等を記載していたとしても、「別紙２」においては事業の実績の記載は不要となります。 

◆ 記載様式について 

〇 新様式を使用する法人 

・令和７年４月１日(新法施行日）以降に公益認定申請し認定された法人 

・令和７年３月３１日までに公益認定申請し認定された法人のうち、令和７年４月１日以降に事業内容の変更認定を受け、その際に〈新様

式〉への切り替えを行った法人 

〇 旧様式を使用する法人 

・令和７年３月３１日までに公益認定申請し認定された法人のうち、令和７年４月１日以降に事業内容の変更認定を受けたが〈新様式〉への

切り替えを行わなかった法人  

・上記のいずれにも該当しない法人  

 

 

 

 

 



４ 令和６年会計基準への移行について 

制度改正に伴い、新しい公益法人会計基準（令和６年会計基準）および運用指針が制定されています。 

下記適用開始年度までに、遺漏なく新会計基準に移行していただくようお願いいたします。 

◆ 適用開始年度 

・令和７年（２０２５年）４月１日以降に開始する事業年度から適用します。 

ただし、令和１０年（２０２８年）４月１日前に開始する事業年度までは、本会計基準によらず従前の会計基準（平成２０年会計基準）を引

き続き適用することができます（経過措置期間）。 

◆ 適用時期（例） 

・３月３１日が決算日の法人・・・令和１０年（２０２８年）４月１日開始事業年度から新会計基準を適用  

・２月２８日が決算日の法人・・・令和１１年（２０２９年）３月１日開始事業年度から新会計基準を適用 

・４月３０日が決算日の法人・・・令和１０年（２０２８年）５月１日開始事業年度から新会計基準を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 


